
平
成
二
十
年
十
月
二
日
提
出

質

問

第

六

四

号

「
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
得
る
こ
と
と
な
る
方
に
対
す
る
年
金
見
込
額
の
試
算
」
に
関
す
る
質
問
主

意
書

提

出

者

山

井

和

則
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「
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受
給
権
を
得
る
こ
と
と
な
る
方
に
対
す
る
年
金
見
込
額
の
試
算
」
に
関
す
る
質
問
主

意
書

十
月
二
日
の
民
主
党
厚
生
労
働
部
門
・
総
務
部
門
合
同
会
議
に
社
会
保
険
庁
が
提
出
し
た
資
料
「
記
録
訂
正
に
よ
り
年
金
受

給
権
を
得
る
こ
と
と
な
る
方
に
対
す
る
年
金
見
込
額
の
試
算
に
つ
い
て
（
資
料
�
）
」
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

資
料
の
中
に
は
平
成
二
十
年
五
月
か
ら
六
月
末
日
ま
で
の
状
況
と
し
て
、
記
録
訂
正
さ
れ
た
三
十
五
人
の
性
別
、
年
齢
等
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
番
号
�
か
ら
��
の
記
録
訂
正
者
の
性
別
、
年
齢
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

�

男
性
・
八
十
四
歳

�

女
性
・
九
十
三
歳

�

女
性
・
八
十
二
歳

�

男
性
・
六
十
七
歳

�

女
性
・
八
十
四
歳

�

男
性
・
七
十
一
歳

�

女
性
・
七
十
歳

一



�

男
性
・
六
十
六
歳

�

女
性
・
七
十
歳

��

女
性
・
七
十
四
歳

��

男
性
・
六
十
九
歳

��

女
性
・
六
十
五
歳

��

女
性
・
八
十
一
歳

��

男
性
・
六
十
五
歳

�	

女
性
・
八
十
歳

�


女
性
・
六
十
五
歳

��

男
性
・
六
十
八
歳

��

女
性
・
八
十
一
歳

��

女
性
・
六
十
七
歳

��

女
性
・
七
十
八
歳

二



��

女
性
・
七
十
九
歳

��

女
性
・
七
十
歳

��

男
性
・
六
十
九
歳

��

女
性
・
七
十
六
歳

��

女
性
・
八
十
四
歳

��

男
性
・
六
十
六
歳

��

男
性
・
六
十
四
歳

�	

女
性
・
七
十
九
歳

�


男
性
・
七
十
五
歳

��

女
性
・
六
十
六
歳

��

男
性
・
七
十
四
歳

��

女
性
・
七
十
四
歳

��

男
性
・
六
十
八
歳

三



��

男
性
・
六
十
三
歳

��

女
性
・
七
十
八
歳

一

番
号
�
か
ら
��
の
記
録
訂
正
者
の
受
給
開
始
年
齢
は
そ
れ
ぞ
れ
何
歳
か
。

二

番
号
�
か
ら
��
の
記
録
訂
正
者
に
年
額
で
は
な
く
実
際
に
支
払
わ
れ
る
年
金
総
額
は
そ
れ
ぞ
れ
い
く
ら
か
。

三

番
号
�
か
ら
��
の
記
録
訂
正
者
に
は
、
記
録
訂
正
さ
れ
た
額
が
す
で
に
全
額
支
払
わ
れ
た
の
か
。
ま
た
、
五
年
前
ま
で
だ

け
支
払
わ
れ
た
方
は
、
そ
の
額
を
お
教
え
い
た
だ
き
、
全
員
に
つ
い
て
全
額
は
い
つ
支
払
う
予
定
か
。
そ
れ
ぞ
れ
お
答
え
い

た
だ
き
た
い
。

四

番
号
�
か
ら
��
の
記
録
訂
正
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
い
つ
記
録
訂
正
さ
れ
た
の
か
。

五

番
号
�
の
九
十
三
歳
の
方
は
、
ど
の
よ
う
な
体
調
で
あ
る
の
か
。

六

こ
れ
ら
の
方
々
に
支
払
う
と
き
は
、
支
払
い
が
遅
れ
た
こ
と
に
対
す
る
謝
罪
を
社
会
保
険
事
務
所
の
職
員
は
行
っ
て
い
る

か
。
謝
罪
を
す
べ
き
と
指
示
し
た
書
類
は
存
在
す
る
か
。

そ
の
書
類
が
あ
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
謝
罪
す
べ
き
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
。

七

た
だ
で
さ
え
支
払
い
が
遅
れ
て
い
る
の
に
、
ま
だ
支
払
い
が
終
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
被
害
者
に
対
し
て

四



失
礼
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

八

五
月
六
月
だ
け
で
な
く
、
今
ま
で
に
同
様
の
訂
正
に
よ
り
、
年
金
受
給
が
可
能
に
な
っ
た
高
齢
者
は
何
人
い
る
か
。
そ
の

人
数
は
い
つ
公
表
さ
れ
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


